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青森県下水道管路台帳システム導入業務説明書

　青森県 県土整備部 都市計画課発注の青森県下水道管路台帳システム導入業務についての拡大型プロポーザル方式に係る手続きへの参加希望者の募集については、関係法令に定めるもののほか、この説明書によるものとする。
[bookmark: _Toc227871296]第一章　業務の概要
[bookmark: _Toc227871297]１　公告日
　　令和８年５月７日
[bookmark: _Toc227871298]２　担当部局
　　〒０３０－８５７０　青森県青森市長島一丁目１番１号
　　青森県 県土整備部 都市計画課 上下水道グループ
ＴＥＬ：０１７－７３４－９６８８（直通）
　　ＦＡＸ：０１７－７３４－８１９６
[bookmark: _Toc227871299]３　業務名
青森県下水道管路台帳システム導入業務
[bookmark: _Toc227871300]４　業務の目的
下水道管路について、老朽化施設の今後の加速度的な増加や、人口減少に伴う使用料収入の減少、地方公共団体における職員不足による執行体制の問題など、昨今、厳しい経営環境の中で適切な管理が求められており、管路台帳を電子化し、効率的に管理することが重要視されている。本業務は、施設情報に加えて日々の点検結果や修繕履歴といった維持管理情報を電子化し、地理情報システム（GIS）をベースとした業務効率化に資するデータベースシステムを導入することを目的とする。
[bookmark: _Toc227871301]５　業務内容
【別紙１】業務仕様書の通り
[bookmark: _Toc227871302]６　予定価格
　　本業務にかかる費用の予定価格は、２９,９４２,０００円（消費税及び地方消費税を含む）以内とする。
[bookmark: _Toc227871303]７　履行期限
　　　令和９年３月３１日
[bookmark: _Toc227871304]
第二章　プロポーザル実施に関する事項
[bookmark: _Toc227871305]１　参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、本業務に参画する意欲があり、本業務に係る十分な知識と実績を備え、【様式第１号】参加表明書兼誓約書の提出日現在において、以下の要件を全て満たすものとする。
（１）　青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年２月青森県規則第６号）第３条第２項第３号に規定する土木関係建設コンサルタント業務について、同規則第５条の規定による資格の認定を受けた者（契約締結までに認定を受けることが見込まれる者を含む。）であること。
（２）　青森県建設業者等指名停止要領（平成２年６月２８日付け青監第６３３号）に基づく知事の指名停止の措置を、参加表明書の提出期限の日から契約締結の時の間に、受けていない者であること。
（３）　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者に該当しない者であること。
（４）　青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
（５）　会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による更生手続開始の申立てが行われたものでないこと。
（６）　平成２７年度以降に、国または青森県その他の公共工事発注機関発注における、下水道管路台帳システム構築または導入業務もしくは下水道情報デジタル化業務の受託実績（同種業務または類似業務の実績）があること。
（７）　本業務の管理技術者及び照査技術者は、技術士法による「技術士」（上下水道部門「下水道」、総合技術監理部門「上下水道一般及び下水道」）又はRCCM（下水道）を有するものを配置すること。
管理技術者は、本業務と同等の業務に従事した経歴を有するものであること。


[bookmark: _Toc227871306]２　スケジュール
	項目
	日程

	プロポーザル実施の公告
	令和８年５月７日（木）

	質問書提出期限
	令和８年５月１４日(木)

	質問書に対する回答期限
	令和８年５月１９日（火）

	参加申請期限
	令和８年５月２９日（金）

	一次審査
	令和８年６月１日（月）

	一次審査結果通知
	令和８年６月４日（木）

	二次審査
	令和８年６月１１日（木）

	最終審査結果通知
	令和８年６月１５日（月）

	契約締結・業務開始
	令和８年６月下旬以降


[bookmark: _Toc227871307]３　質問及び回答
質問は【様式第８号】質問書により行うものとし、電子メールでのみ受け付ける。回答は受理日から３日(土日祝日を含まない。)以内に質問者に対して電子メールにより行うほか、下記のとおり閲覧に供する。
（１）　質問提出期限：令和８年５月１４日(木)１７時まで
（２）　提出先：青森県 県土整備部 都市計画課 上下水道グループ
Mail：jougesuido@pref.aomori.lg.jp
なお、件名は「青森県下水道管路台帳システム導入業務質問」とすること。
（３）　閲覧場所：都市計画課ホームページで閲覧に供する。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/Sewer_Pipe_Management_System.html
（４）　閲覧期間：回答の翌日から令和８年５月２９日(金)１７時まで
（５）　その他
１）　メールには回答を受け付ける担当窓口の部署、氏名、電話番号及びＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併記するものとする。
２）　次の質問に対しては回答しない。
①　本説明書の明らかな誤読による質問
②　本説明書に対する質問者の個人的な意見
③　質問者の提案しようとする内容について是非を問う事項
④　自ら判断又は調査すべき事項
⑤　その他本業務及びそれに係る公募型プロポーザルの実施に当たり不適当と判断される事項


[bookmark: _Toc227871308]４　一次審査
このプロポーザルに参加する場合は、次のとおり書類を提出すること。なお、提出された書類により一次審査を実施するため、添付書類を含め不備なく提出すること。
（１）　共通事項
ア　各様式記載欄の大きさ等については、記載量に応じて適宜変更を認めるが、必要な記載事項は改変しないこと。
イ　使用する用紙は原則としてA4縦向き、横書き、両面印刷とする。
ウ　補足説明等でA３判を使用することも可とする。ただし、A４判サイズに折り込むこと。
エ　各提出書類で使用する文字の大きさは １０．５ポイント以上とすること。
オ　各提出書類に用いる言語は、ファイル名、商標及び固有名称を除き日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とすること。
カ　CD-Rで提出するデータは様式を配布するものについては、PDF 形式で作成すること。
キ　パンフレット等の添付資料は別綴りとし、散逸しないよう冊子としてまとめること。また、その場合、表紙に資料の一覧を添付すること。

（２）　提出書類
次の書類を各１部提出しなければならない。なお、様式内の記載枠は適宜拡張、ページ追加で対応すること。
ア　【様式第１号】参加表明書兼誓約書
必要事項を記載し代表者印を押印すること。
イ　【様式第２号】会社概要書
必要事項を記載しすること。
ウ　【様式第３号】受注実績表
平成２７年度以降における同種業務または類似業務の受注実績を記載すること。受注実績は、国または青森県その他の公共工事発注機関発注における実績とする。
エ　【様式第４号】実施体制表
参加申込日時点での内容で記載すること。
オ　【様式第５号】配置予定者調書
各技術者と担当役割を記載すること。
※  保有資格、業務経験を確認できる書類（資格証・契約書・技術者届等の写し等）を添付すること。
カ　【様式第６号】見積書（導入費用）および【様式第７号】見積書（利用料）
見積書（導入費用）には、設計関連費、初期登録費、サーバなどの環境構築費、関連資料登録費、調整・試費、研修費、その他必要となる費用など、導入業務にかかる全ての費用の合計を記載すること。
ただし、導入費用の合計金額は２９,９４２,０００円以内（消費税及び地方消費税を含む）とする。
見積書（利用料）には、運用開始後に必要となる想定１０年間の利用料を記載すること。
キ　【様式任意】見積明細書
明細書については、導入費用設計費用、情報収集・整理費用、情報登録費用、動作検証費用等なるべく細分化して記載すること。データ整備業務については、変換時に想定される作業量の増も見込んだ金額とすること。
ク　企画提案書
１）　企画提案書の作成
「【別紙２】企画提案書作成要領」に基づき作成すること。
２）　提出期限
令和８年５月２９日（金）１７時まで
３）　提出方法
持参又は郵送（締切日必着)で提出すること。電子メールでの受付は不可とする。
４）　提出場所
青森県県土整備部都市計画課上下水道グループ
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
５）　審査要領および選定について
【別紙３】審査要領に基づき、審査委員会にて一次審査を実施し、１０点満点での書面審査を行う。一次審査の基準を満たした者の中で、一次審査の配点順に上位５者を選定し、二次審査に進む者を決定する。なお、選定の際、同点の場合などで上位５者が６者以上になる場合は上位５者に入る者全てが二次審査へ進む。そのほか、参加者が５者に満たない場合は、一次審査の基準を満たす者全てが二次審査へ進む。審査結果について、令和８年６月４日（木）までに、参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。
なお、審査通過者には、二次審査の案内をあわせて通知する。
[bookmark: _Toc227871309]５　参加辞退
参加申請後に参加を辞退する場合、【様式第９号】参加辞退届を都市計画課上下水道Gへ事前に電話連絡の上、郵送で提出すること。なお、すでに提出された書類は返却しない。
[bookmark: _Toc227871310]６　二次審査
企画提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。プレゼンテーション及びヒアリングを受け、【別紙３】審査要領に沿って、事務局及び審査委員会で二次審査を実施する。
(１)　日時
令和８年６月１１日（木）（詳細な時間は別途連絡）
(２)　場所
青森県庁北棟２２２会議室
[bookmark: _Toc227871311]７　優先受託候補者について
優先受託者の選定方法や、公表については、【別紙３】審査要領の通りとする。
[bookmark: _Toc227871312]８　契約
(１)　契約の締結
優先受託候補者を決定後、提案内容に基づいて最終仕様の協議を行い、両者の協議が整った場合、令和８年６月下旬以降に本業務にかかる契約を締結する。
なお、本委託業務の主たる業務の全てを再委託することは一切認めない（企画提案書内の実施体制を示す項目において、役割が明確に示されている場合を除く）。
必要により一部を再委託する場合は、発注者と協議の上、その承認を得るものとする。
(２)　次点受託候補者との交渉
優先受託候補者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合、又は協議が整わない場合には、次点受託候補者と当該業務委託について交渉を行う。
(３)　契約条項等
青森県建設業ポータルサイト内で公表している契約書表紙、建設関連業務契約約款のほか、青森県財務規則の定めるところによる。
(４)　契約期間
ア　導入業務にかかる業務委託契約
契約締結日から令和９年３月３１日までとする。
イ　利用料にかかるシステム利用契約
令和９年度以降の利用料にかかる契約については、別途契約をする。
(５)　契約保証金
委託料の１０分の１以上の金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア　契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ　契約者から委託を受けた保険会社と工事保証契約を締結したとき。
[bookmark: _Toc227871313]９　プロポーザル参加に際しての留意事項
(１)　失格
次のいずれかの事項に該当する場合は、失格とする。
ア　提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
イ　審査の公平性に影響を与える行為があった場合
ウ　他の提案者と提案内容などについて相談を行った場合
エ　優先受託候補者選定終了までの間に、他の提案者に対して提案内容を意図的に開示した場合
オ　契約締結までの間に、プロポーザルの参加資格に記載した条件を満たさなくなった場合
(２)　留意事項
ア　法人が本プロポーザルへ参加する場合は単体企業で参加すること。２者以上の事業者で構成される事業体での参加は受け付けない。
イ　提出された企画提案書などは返却しない。
ウ　提出以降における企画提案書などの追加、差し替え、及び再提出は認めない。
エ　提出された企画提案書などは、選定を行う作業に必要な範囲において、発注者が複製を作成することがある。
オ　企画提案書などの作成、提出、プレゼンテーションなどのプロポーザル参加に要する経費は、全て提案者の負担とする。
カ　提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている手法などを用いた結果、生じた事象にかかる責任は、全て提案者が負うものとする。
キ　提出された書類について、青森県情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として公開対象文書となる。ただし、公開により、その者の権利、競争上の地位、その利益を害すると認められる情報は、非公開となる場合があるので、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書（任意様式可 ）で申し出ること。なお、本プロポーザルの優先受託候補者決定前において、決定に影響が出るおそれのある情報については、決定後の公開となる。
ク　企画提案書などの作成のために本県より受領した資料は、本県の許可なく公表、又は使用することはできない。



【問い合わせ先及び各種書類の提出先】
青森県県土整備部都市計画課上下水道グループ
〒０３０-８５７０ 青森県青森市長島１丁目１番１号
（Tel）０１７-７３４-９６８８
（Fax）０１７-７３４-８１９６
（E-mail）jougesuido@pref.aomori.lg.jp
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